
令和２年度沖縄県普通会計決算の概要

令和２年度決算に基づく健全化判断比率等の概要

令和３年９月７日
総務部財政課

 



１　決算収支の状況

（単位：百万円、％）　  

前年比 前年比
歳入歳出差引額

翌年度へ
繰り越 実質収支 実　質

上段：増減率
下段：増減額

上段：増減率
下段：増減額

Ｃ（Ａ－Ｂ）

すべき財源
Ｄ （Ｃ－Ｄ） 単年度収支

23.1 23.3

令和２年度 879,469 165,237 866,766 163,687 12,703 7,264 5,439 2,378 627

△0.2 0.1

令和元年度 714,232 △1,257 703,079 1,034 11,154 8,093 3,061 △1,009 △29

※　括弧書きは、対前年度比率又は対前年度比増減額

　歳出総額は ８，６６７億６千６百万円 で、
前年度に比べて １，６３６億８千７百万円（23.3％） の増となっている。

　歳入歳出差引額（形式収支）は １２７億３百万円 で、翌年度へ繰り越すべき財源
７２億６千４百万円 を差し引いた実質収支は５４億３千９百万円 となっており、前
年度に比べて ２３億７千８百万円（77.7％）の増となっている。

　単年度収支は ２３億７千８百万円、実質単年度収支は ６億２千７百万円となって
いる｡

区　　分
歳入総額

Ａ
歳出総額

Ｂ
単年度
収支

　歳入総額は ８，７９４億６千９百万円 で、
前年度に比べて １，６５２億３千７百万円（23.1％） の増となっている。
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２　歳入の状況

年 　　度 

 区 　　分

自　主　財　源 291,083 247,999 43,084 17.4 33.1
地方税 165,662 160,298 5,364 3.3 18.8
（県税） 132,941 136,221 △3,280 △2.4 (15.1)
（地方消費税清算金） 32,721 24,077 8,644 35.9 (3.7)
市町村たばこ税都道府県交付金 577 540 37 6.9 0.1
分担金・負担金・寄附金 5,871 2,324 3,547 152.6 0.7
使用料・手数料 15,490 15,971 △481 △3.0 1.8
財産収入 2,671 5,830 △3,159 △54.2 0.3
繰入金 13,698 17,235 △3,537 △20.5 1.6
繰越金 11,154 13,443 △2,289 △17.0 1.3
諸収入 75,959 32,358 43,601 134.7 8.6

依　存　財　源 588,386 466,232 122,154 26.2 66.9
地方譲与税 21,125 22,441 △1,316 △5.9 2.4
地方特例交付金 620 1,773 △1,153 △65.0 0.1
地方交付税 214,200 211,074 3,126 1.5 24.4
交通安全対策特別交付金 354 330 24 7.3 0.0
国庫支出金 296,057 186,711 109,346 58.6 33.7
地方債 56,029 43,903 12,126 27.6 6.4
（臨時財政対策債） (20,101) (21,110) (△1,009) (△4.8) (2.3)
（その他の地方債） (35,928) (22,793) (13,135) (57.6) (4.1)

歳　入　総　額 879,469 714,232 165,237 23.1 100.0
　　※  地方税については、地方消費税清算後の数値である。
 　 ※  四捨五入の関係で、合計は必ずしも一致しない。

　主な増の要因は、国庫支出金（＋１，０９３億４千６百万円）、
諸収入（＋４３６億１百万円）、地方債（＋１２１億２千６百万円）等であ
り、
 減の要因は、繰入金（△３５億３千７百万円）、財産収入（△３１億５千９百
万円）　等である。

　歳入総額に占める自主財源の割合は 33.1％（前年度比 1.6ポイント減）、依
存財源の割合は 66.9％となっている。

（単位：百万円、％）

令和２年度 令和元年度
対前年度
増△減額

対前年度
増△減率

構　成　比

　歳入総額は ８，７９４億６千９百万円で、前年度に比べて１，６５２億３千
７百万円（２３.１％）の増となっている。
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年    度 

 区    分

義 務 的 経 費 295,243 295,731 △488 △0.2 34.1

人　件　費 199,900 198,850 1,050 0.5 23.1

扶　助　費 30,700 29,514 1,186 4.0 3.5

公　債　費 64,643 67,367 △2,724 △4.0 7.5

投 資 的 経 費 131,830 125,665 6,165 4.9 15.2

普通建設事業費 131,386 124,390 6,996 5.6 15.2

補助事業費 114,862 109,010 5,852 5.4 13.3

単独事業費 13,773 11,866 1,907 16.1 1.6

国直轄事業負担金 2,751 3,514 △763 △21.7 0.3

そ の 他 の 経 費 439,693 281,683 158,010 56.1 50.7

補　助　費　等 285,887 177,621 108,266 61.0 33.0

物　件　費 47,457 48,880 △1,423 △2.9 5.5

積  立  金 23,312 16,149 7,163 44.4 2.7
そ　の　他 83,037 39,033 44,004 112.7 9.6

866,766 703,079 163,687 23.3 100.0
※ 四捨五入の関係で、合計は必ずしも一致しない。
※ 「普通建設事業費」のうち、「補助事業費」には受託事業費のうち補助事業費を含めて計上し、「単独事業費」には同級他団体施行事業負担金
　及び受託事業費の　うち単独事業費を含めて計上している。（総務省検収調書と同じ取扱い）

 

　

　

対前年度
増△減率

構　成　比

３ 歳出の状況

　主な増の要因は、補助費等（＋１，０８２億６千６百万円）、その他の
経費（貸付金等）（＋４４０億４百万円）、補助事業費（＋５８億５千２
百万円）等であり、
　減の要因は、公債費（△２７億２千４百万円）、物件費（△１４億２千
３百万円）等である。

（単位：百万円、％）

　歳出構成比を性質別にみると、義務的経費が34.1％（前年度比8.0ポイ
ント減）、投資的経費が15.2％（前年度比 2.7ポイント減）、その他の経
費は 50.7％（前年度比 10.6ポイント増）となっている。

令和２年度 令和元年度

歳　出　総　額

　歳出総額は ８，６６７億６千６百万円 で、前年度に比べて１，６３６
億８千７百万円（23.3％）の増となっている。

対前年度
増△減額
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４　主な財政指標

年　度 

 項　目 九州平均 全国平均

(1)実質収支比率 0.8 1.5 1.6 1.4

(2)経常収支比率 97.1 95.9 95.4 96.4

人　件　費 41.8 38.0 37.8 37.1

扶　助　費 3.4 2.4 2.1 3.0

公　債　費 15.9 24.0 24.1 13.8

補　助　費　等 23.9 25.0 24.1 21.9

そ の 他 経 費 12.1 6.5 7.3 20.6

(3)実質公債費比率 7.9 10.3 11.3 7.3

(4)県債残高 603,698 1,527,815 1,850,975 597,846

(5)財政力指数 0.36602 0.40947 0.52183 0.37469
　※ 九州平均（沖縄除く）及び全国平均（沖縄含む）は、単純平均であり、本県が独自に集計した値である。
　※ 実質公債費比率及び財政力指数は、３年平均である。
  ※ 県債残高には臨時財政対策債を含む。

・ 県債残高は ５，９７８億４千６百万円で、前年度に比べて ５８億５千２百万円
（1.0％）の減となっている。

　

元年度 ２年度
令和元年度

（単位：百万円、％）

・ 実質収支比率は 1.4％となっており、前年度に比べて 0.6ポイント高くなっている。

・ 経常収支比率は 96.4％で、前年度に比べて 0.7ポイント低くなっている。

・ 実質公債費比率は 7.3％で、前年度に比べて 0.6ポイント低くなっている。

・ 財政力指数は 0.37469 で、前年度に比べて 0.00867ポイント高くなっている。
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５　健全化判断比率の状況

令和２年度に基づく健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回った。

（単位：％）

早期健全化基準 財政再生基準 早期健全化基準 財政再生基準

令和２年度 － 3.75 5.00 － 8.75 15.00

令和元年度 － 3.75 5.00 － 8.75 15.00

早期健全化基準 財政再生基準 早期健全化基準 財政再生基準

令和２年度 7.3 25.0 35.0 41.5 400.0

令和元年度 7.9 25.0 35.0 42.6 400.0

６　資金不足比率の状況

公営企業会計において、資金不足額は生じていない。
（単位：％）

 沖縄県水道事業会計
 沖縄県工業用水道事業会計
 沖縄県病院事業会計
 沖縄県流域下水道事業会計
 沖縄県中央卸売市場事業特別会計
 沖縄県宜野湾港整備事業特別会計
 沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計
 沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計
 沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計
 沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計
 沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計

経営健全化基準

20.0

－

－

実質公債費比率 将来負担比率

－

令和元年度

－

－

－
会 計 名

－

年 度

－

令和２年度

－

－ －

－ －
－ －

－

－

－

－

年 度
実質赤字比率 連結実質赤字比率

－
－ －

※ 実質赤字比率は、実質赤字額がないため「なし」(－表示)となる。
※ 連結実質赤字比率は、連結実質赤字額がないため「なし」(－表示)となる｡
※ 連結実質赤字比率の財政再生基準については、３年間の経過的な基準が設けられている。

※健全化判断比率が早期健全化基準を下回っていれば、財政は健全なのか
健全化判断比率の基準は、これ以上悪化すれば、法に基づき財政健全化に向け

た取組が義務づけられる状態であるという目安であり、当該基準をクリアしてい
ることをもって、ただちに財政状況が健全であると判断することは適切でない。
（当該基準は当然にクリアしなければならないものである）
したがって、引き続き、長期的な見通しに基づく財政運営と持続力のある財政

基盤の確立に努める必要がある。

※ 資金不足額がないため、資金不足比率は「なし」(－表示)となる。

※ 病院事業会計では、平成１９年度に資金不足額が生じていたが、公立病院特例債の発行（平成２０年度限り）や、
一般会計からの借入金を新たに措置したこと等により、短期の資金不足は生じていない。
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財　政　用　語　解　説

用　　語 見　　　　　　　　　　　　　方

　 普通会計は、一般会計と特別会計のうち、①地方財政法施行令１２条に掲げる事業に係る公営企業会計、

②収益事業会計、③上記①及び②の事業以外の事業で地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業

に係る会計、に含まれない特別会計を合算した会計区分をいう。

　 本県における普通会計は、一般会計と農業改良資金特別会計及び小規模企業者等設備導入資金特別

会計などの１０特別会計を合算したものである。

　 決算収支をあらわすもので、累年による黒字赤字の額を示す。一定の黒字を出すことが財政運営の基本

であり、後年度の財源調整として適度の剰余も考えられる。

　 当該年度の決算による実質収支から、前年度の実質収支を差し引いた額。

　 実質収支は、前年度以前からの収支の累積であるので、当該年度だけの収支を把握しようとする場合に

みるもの。

　 標準財政規模に対する実質収支額の割合

　 実質収支額が黒字の場合は正数、赤字の場合は負数で示される。 ×１００（％）

　単年度収支に財政調整基金の積立金及び任意に行った県債の繰上償還（黒字要素）を加え、財政調整基金 単年度収支＋財政調整基金積立金

の取り崩し額（赤字要素）を差し引いたもので、実質的な収支をみるものである。 ＋県債繰上償還―財政調整基金取崩額

100

75

　 財政構造の弾力性を測定する比率。人件費、扶助費、公債費等の経常的経費に充当された一般財源等の、

地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とした経常一般財源総額に対する割合がどの程度あるかという指標 　経常的経費充当の一般財源等の額

で、この比率が低いほど、政策的な経費等に充当できる一般財源に余裕があり、財政構造が弾力性に富んで

いることを示す。

 　当該団体の財政力をあらわす指標

 　基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の当該年度を含む過去３ヵ年の平均値をいう。

  「１」に近く又は「１」を越えるほど財源に余裕があるものとされ、「１」を越えると普通交付税不交付団体となる。

　地方債の発行に伴う過去３年間の元利償還金（公債費）の額が適当かどうかにより、後年度の地方債の借入

を判断する指標で、標準財政規模に対する公債費に充当された一般財源の割合をいい、公営企業債の返済

に充てた繰出金や一部事務組合の起債の返済に充てた補助金、負担金なども債務として算定する。

　１８％以上になると、公債費負担適正化計画の策定を前提に、協議団体から許可団体へ移行する。

実質公債費比率

　　(公債費充当一般財源額には公営企業繰出金
や一部事務組合への補助･負担金等を含む)

  公債費充当一般財源額－基準財政需要額算入公債費

  標準財政規模－基準財政需要額算入公債費

　　　　　　　　　　　　　　×１００（％）の３ヶ年の平均

経常収支比率

経常一般財源等総額＋臨時財政対策債＋減収補てん債特例分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×１００（％）

財政力指数

　　基準財政収入額

　　基準財政需要額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の３ヶ年平均

実質収支比率

　　実質収支額

　　標準財政規模

実質単年度収支

標準財政規模

　｛（基準財政収入額－各種譲与税－交通安全対策

　 当該団体の一般財源の標準規模を示した額 特別交付金）× ＋各種譲与税

　＋交通安全対策特別交付金｝＋普通交付税

算　　　　式

普 通 会 計

実 質 収 支 　（歳入－歳出）－翌年度へ繰越すべき財源

単年度収支
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1

2

3

4

5

6

7 沿岸漁業改善資金特別会計

8 林業・木材産業改善資金特別会計

9 産業振興基金特別会計

10

11 1

12 2

13 3

14 4 流域下水道事業会計

15

16

17

18

19

国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計

中城湾港（新港地区）整備事業特別会計

中城湾港マリン・タウン特別会計

駐車場事業特別会計

中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

中央卸売市場事業特別会計 病院事業会計

中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計 水道事業会計

宜野湾港整備事業特別会計 工業用水道事業会計

公債管理特別会計

公 営 事 業 会 計
特　　　別　　　会　　　計 ＋ 企　　業　　会　　計

農業改良資金特別会計

小規模企業者等設備導入資金特別会計

中小企業振興資金特別会計

下地島空港特別会計

母子父子寡婦福祉資金特別会計

所有者不明土地管理特別会計

普 通 会 計 と 公 営 事 業 会 計

　沖縄県の決算統計の区分は表のとおりです。

沖 縄 県

普 通 会 計

一 般 会 計 ＋ 特 別 会 計
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計
画
の
策
定
（
議
会
の
議
決
）
、

外
部
監
査
の
要
求
の
義
務
付
け

・
財
政
再
生
計
画
は
、
総
務
大
臣
に
協
議
し
、

同
意
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

現 行制

○
指
標
の
整
備
と
情
報
開
示
の

徹
底

・
フ
ロ
ー
指
標
：
実
質
赤
字
比
率
、
連
結
実
質

赤
字
比
率
、
実
質
公
債
費
比
率

外
部
監
査
要
求

義
務
付
け

・
実
施
状
況
を
毎
年
度
議
会
に
報
告
し
公
表

・
早
期
健
全
化
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
総
務
大
臣
又
は
知
事
が
必
要
な
勧
告

同
意
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

【
同
意
無
】

・
災
害
復
旧
事
業
等
を
除
き
、
地
方
債
の
起
債
を
制
限

【
同
意
有
】

・
収
支
不
足
額
を
振
り
替
え
る
た
め
、
償
還
年
限
が
計
画
期

間
内
で
あ
る
地
方
債
（
再
生
振
替
特
例
債
）
の
起
債
可

制 度

赤
字
比
率
、
実
質
公
債
費
比
率

・
ス
ト
ッ
ク
指
標
：
将
来
負
担
比
率
＝
公
社
・

三
セ
ク
等
を
含
め
た
実
質
的
負
債
に
よ
る

指
標

→
監
査
委
員
の
審
査
に
付
し
議
会
に
報
告
し
公
表

公
営
企
業
の
経
営
の
健
全
化

・
財
政
運
営
が
計
画
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
等
に
お
い
て
は
、
予
算
の
変
更
等
を
勧
告

（ 健全財

（ 財政 悪

○
赤
字
団
体
が
申
出
に
よ
り
、
財

政
再
建
計
画
を
策
定
（
総
務
大

地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法

財 政 ）

悪 化 ）
＜
旧
制
度
の
課
題
＞

・
分
か
り
や
す
い
財
政
情
報
の
開
示
等
が
不
十
分

政
再
建
計
画
を
策
定
（
総
務
大

臣
の
同
意
が
必
要
）

旧 制度

・
再
建
団
体
の
基
準
し
か
な
く
、
早
期
是
正
機
能
が
な
い

・
普
通
会
計
を
中
心
に
し
た
収
支
の
指
標
の
み
で
、
ス
ト
ッ
ク
（
負

債
等
）
の
財
政
状
況
に
課
題
が
あ
っ
て
も
対
象
と
な
ら
な
い

※
赤
字
比
率
が
５
％
以
上
の
都
道
府
県
、
２
０
％
以
上

の
市
町
村
は
、
法
に
基
づ
く
財
政
再
建
を
行
わ
な
け
れ

・
公
営
企
業
に
も
早
期
是
正
機
能
が
な
い
等
の
課
題

○
公
営
企
業
も
こ
れ
に
準
じ
た
再
建
制
度

（
地
方
公
営
企
業
法
)

市
町
村
、
法
基
く
財
政
再
建
を
行
わ
な
け
れ

ば
建
設
地
方
債
を
発
行
で
き
な
い
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地
方

公
共

団
体

の
財

政
の

健
全

化
に

関
す

る
法

律
に

関
す

る
法

律
 （

財
政

健
全

化
法

）

・
 出

納
閉

鎖
前

後
、

健
全

化
判

断
比

率
等

の
算

定
開

始

・
 会

計
管

理
者

か
ら

知
事

へ
決

算
提

出
後

、
速

や
か

に
健

全
化

判
断

比
率

等
を

監
査

委
員

の
審

査
に

付
す

る
。

(財
政

健
全

化
法

第
３

条
第

１
項

及
び

第
2
2
条

第
１

項
)

 　

・
 審

　
査

6
0
日

以
内

に
知

事
に

審
査

意
見

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
 

(沖
縄

県
監

査
委

員
条

例
第

７
条

第
１

項
第

４
号

、
第

５
号

）

・
 監

査
委

員
か

ら
知

事
へ

審
査

意
見

書
の

提
出

後
、

①
当

該
意

見
を

付
け

て
健

全
化

判
断

比
率

等
を

議
会

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

②
健

全
化

判
断

比
率

等
を

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　

(財
政

健
全

化
法

第
３

条
第

１
項

及
び

第
2
2
条

第
１

項
)

・
 健

全
化

判
断

比
率

等
を

公
表

し
た

場
合

、
知

事
は

速
や

か
に

総
務

大
臣

へ
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

 
(財

政
健

全
化

法
第

３
条

第
３

項
及

び
第

2
2
条

第
３

項
)

知
事

監
査

委
員

知
事

議
会

へ
報

告
住

民
へ

公
表

総
務

大
臣

『
財

政
健

全
化

判
断

比
率

等
』

の
算

定
か

ら
審

査
、

公
表

ま
で

の
流

れ
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農
業
改
良
資
金
特
別
会
計

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
特
別
会
計

中
小
企
業
振
興
資
金
特
別
会
計

下
地
島
空
港
特
別
会
計

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計

所
有
者
不
明
土
地
管
理
特
別
会
計

沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
特
別
会
計

産
業
振
興
基
金
特
別
会
計

公
債
管
理
特
別
会
計

駐
車
場
事
業
特
別
会
計

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

中
央
卸
売
市
場
事
業
特
別
会
計

※

中
城
湾
港
（
新
港
地
区
）
臨
海
部
土
地
造
成
事
業
特
別
会
計

宜
野
湾
港
整
備
事
業
特
別
会
計

国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
地
域
那
覇
地
区
特
別
会
計

中
城
湾
港
（
新
港
地
区
）
整
備
事
業
特
別
会
計

中
城
湾
港
マ
リ
ン
・
タ
ウ
ン
特
別
会
計

中
城
湾
港
（
泡
瀬
地
区
）
臨
海
部
土
地
造
成
事
業
特
別
会
計

水
道
事
業
会
計

工
業
用
水
道
事
業
会
計

病
院
事
業
会
計

下
水
道
事
業
会
計

土
地
開
発
公
社

産
業
振
興
公
社

信
用
保
証
協
会

農
業
開
発
公
社

２
漁
業
協
同
組
合
（
宮
古
島
、
八
重
山
）

※
　
資
金
不
足
比
率
は
公
営
企
業
会
計
ご
と
に
算
定
す
る

地
方
公
社
・
第
三
セ
ク
タ
ー
等

健
全
化
判
断
比
率
等
の
対
象
と
な
る
会
計
等
の
範
囲
に
つ
い
て
　
【
沖
縄
県
】

公
営
企
業

会
計

特
別
会
計

(法
非
適
用
)

公
営
事
業
会
計

一
般
会
計
等

特
別
会
計

企
業
会
計

(法
適
用
)

一
　
般
　
会
　
計

特
別
会
計

離
島
医
療
組
合

那
覇
港
管
理
組
合

一
部
事
務
組
合
・
広
域
連
合

実 質 赤 字 比 率

連 結 実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

資 金 不 足 比 率
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